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岐阜市体育館スポーツ教室実施要領（参考） 
 

１ 目 的 
(1)幼児から高齢者までを対象に，スポーツの楽しみ方やその方法を体得させ，スポー

ツの日常化を図る。 

(2)市民の多様なスポーツニーズに対応し，自主的なスポーツ活動を促進する。 

(3)スポーツ活動をとおして，健康の維持・増進を図る契機とする。 

 

２ 実施方法 
１２回（週１回）コース、２５回コース（週２回）コース及び９回（週１回）コー

スを年間２回開催する。 

 

３ 対象者と種目・募集人数・活動日時、受講料実績 
 別表のとおり 

 

４ 指導者 
(1)各種目協会（連盟）等により推薦を得た指導者。 

 (2)岐阜市スポーツ指導員 

(3)指定管理者が適切と認め市民スポーツ課の承認を得た指導者。 

 

５ 参加資格 
(1)参加種目に興味・関心があり，心身共に健康な者。 

(2)保護者の承諾を受けた幼児，児童，生徒。 

(3)傷害保険に加入している者，または，スポーツ安全保険等に加入する者。 

 

６ 募集方法 
(1)募集案内を「広報ぎふ３月１５日号と８月１５日号」に掲載する。 

(2)各体育館に掲示する。 

 

７ 申込方法 
(1)下記の期間内に，直接関係体育館へ午前９時～午後７時の間に所定の内容を明記し

た申込書と受講料（と保険料）を添えて提出する。 

＜受付期間＞ 

第１回：〇月〇日（〇）～〇月〇日（〇） 
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第２回：〇月〇日（〇）～〇月〇日（〇） 

 (2)受付開始日から５日間は市内在住者のみの受付とする。 

(3)先着順で定員になり次第締め切る。 

(4)親子体操の未就学児については，保護者同伴で入会することを原則とする。 

(5)親子の部以外は，子ども連れでの参加はできない。 

 

８ 受講料 
 (1)週１回（１２回）コース：大人３，０００円    中学生以下：１，８００円 

  (2)週２回（２５回）コース：大人６，２００円   中学生以下：３，７００円 

 (3)週 1回（９回） コース：大人２，２５０円 

 

９ 開設期間 
(1)第１回 〇月〇日（〇）～ 〇月〇日（〇）＜祝日は休み＞ 

 (2)第２回 〇月〇日（〇）～ 〇月〇日（〇）＜祝日は休み＞ 

        

10 休講等 
指導者の都合や悪天候等によって開催が困難であると該当館長が判断した場合は，開

催を延期することができる。ただし，原則としてその代替日を設けて実施することとす

る。（後日体育館統括監及び市民スポーツ課へ連絡をする。） 

 

11 教室の設置と廃止 
新たに設置しようとする場合は，該当館長と体育館統括監及び市民スポーツ課で検討

し決定する。廃止についても同様とする。 

 

12 その他 
  (1)原則として途中入会は認めない。また，スポーツ教室開始後の脱会にともなう受講

料の返金はしない。 

(2)スポーツ保険申込後の取り消し（返金）は認めない。 


